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ＮＰＯ活動推進自治体ネットワーク「 18年度事業計画」(案) 

 
 １８年度は、ネットワーク規約に沿い、以下 5 つの事業を展開していく。 

        
① 全ての会員が参加するメーリングリストの運営 

② ネットワークの成果等をストックし、公表できるホームページの運営 

③ 自治体のＮＰＯ施策に関する実態調査の実施 

④ ２つのテーマに関する研究会の開催 

⑤ ＮＰＯ活動推進自治体フォーラム滋賀大会の支援・連携 

⑥ ネットワークの運営や１９年度事業の企画、方針などを検討する幹事会の開催

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 18年度事業のスケジュール 

 

 スケジュール 

4月   6月   8月   10月 

 

11月  12月  1月  2月  3月 

ＭＬ 

・HP 

 

 

 
※順次、新メンバーをMLに登録 

 

滋賀大会 

【調査】 
 

 

※研究会が設計し、滋賀大会時に調査結果を公表予定 

 
実態調査 

・研究会 
【研究会】 
 

 
※前年度2月に、新体制をスタート 

 

 
○第 1 回    ○滋賀大会分科会   ○第 3 回 

○設計 ○調査 ○集計 

幹事会 

新メンバー確定  

 

 

 

 

 

 

 
※滋賀大会時に交流会を開催予定 

 

 

      ○第 1 回     (○第 2 回)    ○第 3 回 



２ 18年度事業計画 

■ 全国のＮＰＯ施策に関して情報交換･共有できる仕組み 
ア メーリングリストの運営 

★ 事業運営の考え方 
 全ての会員自治体が参加するＭＬを運営する。ＭＬの対象情報は「担当レベルの

日常の課題･問題」に限定するが、その他の利用に関する制限はできるだけ設けない。

また、ＭＬ上でより円滑な情報交換が行われるように、会員間の情報交換をサポー

トするチームを置く。 
★ 事業計画 
（１）ＭＬの参加者 
  会員団体が希望する全ての職員 
  なお、対象となる職員は、所属長以下全ての職員を含むものとする。 
（２）対象情報 
  担当レベルの日常の課題･問題 
（３）設置場所 
  千葉県ＮＰＯ情報ネットのサーバー内に置く 
（４）運営サポート 
  発信された意見が放置されたままにならないよう配慮するなど、ＭＬ上での情

報交換をサポートするために、サポートチームを設置する。サポートチームは、

同時に、ＭＬ上で発生した問題について、対応を協議･決定する。 
（５）サポート体制 
  千葉県、静岡県、柏市によるチーム制 

 
イ ホームページの運営 

★ 事業運営の考え方 
 メーリングリストと連動して、ＮＰＯ施策に関する情報をストックし、積極的に

情報公開していく。 
★ 事業計画 
（１）対象情報 
  会員のニーズに基づき、幹事会が必要と求めた情報 
  ・メーリングリスト情報 
  ・研究会及び滋賀大会の成果 
  ・各自治体が実施した調査結果  など 
（２）設置場所 
  三重県ＮＰＯ室が管理するサーバー内に置く 
（３）管理者 
  三重県（幹事自治体） 

 



ウ 自治体のＮＰＯ施策に関する実態調査の実施 
★ 事業運営の考え方 
 研究会事業の一環として、必要に応じて実施する。 
★ 事業計画の骨格 
（１）実施主体 
  ２つの研究会 
（３）調査の設計 
  研究会テーマに沿ったものとする。 

調査設計は、横浜大会の成果や、現状・課題などを踏まえて、研究会が行う。 
（５）結果の公表 

滋賀大会の中で、一般に公表する。 
あわせて、ＨＰ内にデータを掲載する。 

 
 

■ 多くの自治体が現在課題としているテーマに関する研究会の開催 
★ 事業運営の考え方 
 研究会専用のメーリングリストを活用して議論進める。なお、研究会の検討状況

は随時会員全体に報告し、会員間の情報共有をしていく。この他、ネットワークに

参加する自治体が自主的に研究会を立ち上げることもできる。 
★ 事業計画の骨格 
（１）研究会の設置数  ２以上 
   ※ ネットワークに参加自治体が自主的に立ち上げる研究会に、制限はない。

（２）研究会のテーマ 
  「行政の NPO への財政支援はどこまでおこなわれるべきか」 

  「協働を進めるための行政職員の意識改革」 

  その他、自主的に立ち上げる研究会には、テーマの制約はない。 
（３）研究会のメンバー 
  設定されたテーマ･課題に関心を持つ自治体 
（４）事務局 
  各研究会に事務局を置き、研究会の運営にあたる。 
  「行政の NPO への財政支援はどこまでおこなわれるべきか」研究会：千葉県 

  「協働を進めるための行政職員の意識改革」研究会：佐賀県 
（５）開催回数と時期 
  主に、研究会専用ＭＬで検討を進めながら、３回程度の開催を予定。 

第１回 滋賀大会前に、分科会の企画などを検討 
第２回 滋賀大会分科会として開催 
第３回 年度末に、滋賀大会のフォローアップ 

 



 
■ 運営方針や１９年度事業の企画などを検討する幹事会の開催 

★ 事業運営の考え方 
 幹事会は、幹事会専用のメーリングリストを活用して、運営上の課題・問題点を

必要に応じて議論し、その方向性を決定する。また、任期は１８年度末までとして、

１９年度の事業運営方針等を決定する。なお、幹事会には事務局を置き、幹事会の

運営をサポートしていく。 
★ 事業計画 
（１）主な役割 

ア １９年度事業の企画、運営の方針を決定する 

イ １９年度事業予算を承認する  ※ 18 年度決算は新メンバーが承認 

  ウ 第５回大会の開催自治体を承認する 

  エ 交流会の企画・開催を検討する 

  オ メールマガジンを発行（2 ヶ月に 1 回程度）する 

（２）構成メンバー 

  千葉県、三重県、佐賀県、札幌市、我孫子市 

（３）開催回数と時期 

  開催回数：２～３回程度の開催を予定 
  開催時期：滋賀大会前及び年度末、その他必要に応じて開催時期を設定 

 

  ※ 総会は開催しないが、滋賀大会において交流会の開催を検討する。 
 
 

■ (参考)第３回ＮＰＯ活動推進自治体フォーラム 滋賀大会 
開催日：平成１８年１１月９日（木）・１０日（金） 

場 所：滋賀県大津市内 
主催者：実行委員会（設置予定） 

 
 ※ 大会開催中に、幹事会主催によるネットワーク交流会を開催予定 


